
 

 

   国立大学法人佐賀大学事務センター規程 

（平成２１年３月３１日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人佐賀大学事務組織規則（平成２０年１２月１日全部改

正）第２条第８項の規定に基づき，国立大学法人佐賀大学事務センター（以下「センタ

ー」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 センターは，国立大学法人佐賀大学（以下「本学」という。）における再雇用職員

の活用を図るとともに，特定の業務を集約して遂行し，もって本学の業務の円滑な運営

に資することを目的とする。 

 （組織） 

第３条 センターは，次に掲げる職員をもって組織する。 

 (1) センター長 

 (2) センター職員 

 （センター長） 

第４条 センター長は，総務部長をもって充てる。 

２ センター長は，センターの業務を掌理する。 

 （センター職員） 

第５条 センター職員は，国立大学法人佐賀大学職員就業規則（平成１６年４月１日制定）

第２条第１項に定める職員，国立大学法人佐賀大学臨時職員就業規則（平成１６年４月

１日制定）第２条第１項に定める臨時職員及び国立大学法人佐賀大学再雇用職員就業規

則（平成１６年４月１日制定）第１条に定める再雇用職員とする。 

 （センター職員の業務) 

第６条 センター職員は，次の各号のいずれかに区分し，それぞれ当該各号に定める業務

を処理する。 

(1)  各部課等に配置される者 各部課等に関する業務 

(2)  センターに配置される者 センター長が必要と認めた業務 

 （責任者） 

第７条 センターに，前条第２号の業務を整理させるための責任者を置き，同号の者の

うちから総務部長が指名した者をもって充てる。 

 （事務） 

第８条 センターの事務は，総務部総務課が行う。 

 （雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し，必要な事項は，別に定め

る。 

 

 

   附 則 

 この要項は，平成２１年４月１日から実施する。 

   附 則（平成２２年１１月２４日改正） 



 

 

 この要項は，平成２２年１１月２４日から実施する。 

   附 則（平成２２年１２月２２日改正） 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月２５日改正） 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

 


